
① 介護職員処遇改善加算にかかる「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の
内容」の情報公表（見える化要件） 
 

② 重要事項（運営規程の概要等）など「法令・通知等で「書面掲示」を求めている
事項」の情報公表 

 
上記２項目は、いずれも 手順３ 事業所の特色 へ入力画面があります。 

手順３ 事業所の特色 は、すべてを入力しなくても、入力した項目だけが公表画面に掲載されます。 

 

手順３ 事業所の特色 の １ 事業所の特色 をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下図の画面が開くので、①の項目は少し下へスクロールする。 ②の項目は一番下まで画面をスクロール

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



① 処遇改善加算にかかる「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」の情報公表（見える化要

件） 

下図の項目へ、行政へ提出した「処遇改善計画書」で「職場環境等要件」でチェックを入れた項目には「あ

り」、それ以外は「なし」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 重要事項（運営規程の概要等）など「法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項」の情報公表 

 

手順３ 事業所の特色 の画面を一番下までスクロールすると、下図の項目があるので、該当する箇所へ

PDF・Excel・word ファイルで書面をアップロードする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①・②ともに入力を確認し、                               をクリックすると、 

即時、インターネット（介護事業所・生活関連情報検索、介護サービス情報公表システム）の画面で公表さ

れます。 

 

 

 


